
剪定枝受入基準 

令和 4年 2月 1日 
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太さ 直径２０㎝未満は 

長さ １００㎝未満 

葉付きも受入可  

太さ 直径２０㎝～３０㎝未満は 

長さ ４０㎝未満 

太さ 直径３０㎝以上は 

長さ ４０㎝未満 

（３０㎝×４０㎝を超えない）  

根株は土・石を取り除いて 

太さ ２０㎝未満 

長さ ２０㎝未満 
 

※基準外の剪定枝・根株は一切搬入できません。 

※わら、つる性の植物、毒性の植物、草の根、野菜、果物類は現行通り可燃ごみとなります。 

※業者が関わった場合は、業者が事業系ごみとして有料で処理。 

事業系ごみ搬入手数料 130円/10㎏ 

搬 入 先 加古郡リサイクルプラザ 

加古郡播磨町新島６０番地 

搬入時間 平 日 ········ ８:００～１５:３０ 

（１２:００～１３:００を除く） 

土曜・祝日 ···· ８:００～１１:３０ 

お問い合わせ先 

稲 美 町 生 活 環 境 課 TEL０７９-４９２-９１４０ 

加古郡リサイクルプラザ TEL０７９-４３７-７６７１ 

搬入できないもの 

①指定業種［造園業や建設業（工作物の取り壊しや除去も含む）］から出る廃樹木などは産業廃棄

物のため、受け入れできません。 

②稲美町外の現場で請け負った伐採木については、発生場所に所在する一般廃棄物処理施設へ搬

入してください。 

③産業廃棄物に当たらない伐採木については、上記の受入基準を満たしてから加古郡リサイクル

プラザへ搬入してください。 

④夾竹桃・漆の木等の強い毒性のある樹木及び竹・笹類は搬入できません。 

長さ 50㎝以下（竹は、節と節の間を切断）にして、事業活動から発生するものは事業系指定ご

み袋に入れてから、エコクリーンピアはりまへ搬入してください。 

※排出者が指定業種［造園業や建設業（工作物の取り壊しや除去も含む）］の場合、産業廃棄物

のため、エコクリーンピアはりまには搬入できません。 

⑤剪定枝以外のもの  



　右の図が指定ルートとなっていますので、図の矢印

（　　　）で示すルートを通行し、指定のルート以外

は通行しないでください。帰りも同じ道ルートを通行

してください。

　【ルート説明】

　加古川バイパス「高砂北ランプ」から国道2号線を

西に進み、阿弥陀交差点を左折後、道なりに直進して

ください。

※高砂市内に入る時間は8：30以降にしてください。

※搬入時は「廃棄物処理場利用届出書」の記入と身分 

    証明書（運転免許証等）の提示が必要となります。

「エコクリーンピアはりま」への持ち込みルート（指定ルート）

加古川バイパス

高砂北ランプ

阿弥陀交差点

中筋交差点

松陽交差点

250

718

２

明姫幹線

エコクリーンピアはりま

旧浜国道

刈草・落葉受入基準 

令和 4年 2月 1日 
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刈草のみ 

(根付きは不可) 
加古郡リサイクルプラザ ※刈草・落葉はできるだけ乾燥させてから搬入

ください。 

※土・砂・石は十分落としてください。 

※飛散防止等のため、ポリ袋等を使用した場

合はポリ袋を取り外し積み下ろしてください。

（ポリ袋は、可燃ごみとして処理願います。） 

※「草類・落葉類」と「剪定枝類」は分別してく

ださい。 

※刈草・落葉の中にナイロン類、紙類、金属

類、ビン類、ペットボトル類、発泡スチロール

類等が、混入しないよう分別。（混入不可） 

落葉 加古郡リサイクルプラザ 

搬
入
不
可 

草の根 エコクリーンピアはりま 

つる性の植物 エコクリーンピアはりま 

毒性のある植物 エコクリーンピアはりま 

わら エコクリーンピアはりま 

野菜(農作物) エコクリーンピアはりま 

果物類 エコクリーンピアはりま 

その他異物 エコクリーンピアはりま 

搬 入 先 加古郡リサイクルプラザ 加古郡播磨町新島６０番地 ※地図は「剪定枝受入基準」 

搬入時間 平 日   ８:００～１５:３０（１２:００～１３:００を除く） 

土曜・祝日 ８:００～１１:３０ 

ごみ搬入手数料 事業系@130円/10㎏ 家庭系無料 

お問い合わせ先 

稲 美 町 生 活 環 境 課 TEL０７９-４９２-９１４０ 

加古郡リサイクルプラザ TEL０７９-４３７-７６７１ 

搬入できないもの 

①稲美町及び播磨町外の現場で請け負った草類及び落葉については、発生場所に所在する一般廃

棄物処理施設へ搬入してください。 

②「草類・落葉類」と「剪定枝類」の分別できていない混載物 

③草類・落葉類以外のもの 

 

☆エコクリーンピアはりま（「東播臨海広域クリーンセンター」） 

「剪定枝受入基準」「刈草・落葉受入基準」の基準に該当しない稲美町内から排出された事業系一般廃棄

物は事業系指定ごみ袋に入れてから、搬入してください。（産業廃棄物は受け入れできません。） 

●場所・連絡先  高砂市梅井 6-1-1 ℡079-448-5260 

●受 付 時 間  平日・土曜日・祝日(日曜日を除く)  8：30～16：00 

●搬 入 方 法  長さ 50ｃｍ以下に切り、十分乾かしたうえで、 

事業系指定ごみ袋に入れて搬入してください。 

●ごみ搬入手数料  事業系＠130円/10㎏ 家庭系@50円/10㎏ 

●指 定 ルート  エコクリーンピアはりまには搬入ルートが指定されてい 

            ますので、右図の←で示すルートを通行してください。 

            ※高砂市内を通行する時間は 8時 30分以降にして 

ください。 

             ※帰りも同じルートを通行してください。 


